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１ 開 会 

（午前１０時開会） 

 

【司 会】  皆様おはようございます。審議会の開催に当たりまして、

事務局から御協力のお願いを申し上げます。携帯電話はマナーモードに設

定していただきますようお願いします。 

 次に、報道関係の皆様には、審議会の開会後５分間はフリーで撮影して

いただいて結構ですが、その後は審議の妨げにならない範囲で取材をして

いただきますよう、御協力をお願いします。 

 また、傍聴の皆様におかれましては、先にお配りしております傍聴要領

をお守りいただき、審議会開会中は御静粛にお願いします。 

 なお、本日は夏のエコスタイル取り組み期間中でございまして、大阪府

としましては、エコスタイルの奨励といたしまして、幹事、事務局の服装

は軽装とさせていただいております。御了解願います。 

 それでは、大変お待たせしました。定刻となりましたので、ただいまか

ら平成２８年度第１回大阪府都市計画審議会を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただき誠に

ありがとうございます。 

 私は本日の司会を務めます、都市計画室計画推進課の奥林と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

 本日の審議会は２９人中２５人の委員の方々に御出席をいただき、臨時

委員を含めまして、大阪府都市計画審議会条例第５条第２項の規定により、

定足数を満たし、有効に成立していることを御報告いたします。 

 なお、本日の審議案件は４件でございますが、そのうち議第４１０号に

ついては、八尾市が関連市であるため、当該案件のみ大阪府市長会会長の
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田中委員におかれましては、八尾市の、八尾市臨時委員として御審議に御

参加いただきます。 

 また、本審議会は公開で行いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、審議会の開会に当たり、都市整備部技監の井出から御挨拶申

し上げます。 

【幹事 井出技監】  皆さんおはようございます。 

 平成２８年度第１回大阪府都市計画審議会の開催に当たりまして、一言

御挨拶申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、また、連日の猛暑が

続く中、御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 また、日ごろから都市計画を初め、都市整備行政の推進に格別の御指導、

御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、大阪府では、人や企業が、訪れたい、仕事をしたいと思える大阪、

全ての世代の府民の皆様が、ここで生まれ、育ち、暮らしてよかったと実

感できる大阪の実現を目指しております。 

 このような大阪の実現に向け、都市整備部では、道路や河川などの都市

基盤施設の整備や維持管理を通じて、大阪・関西の成長と府民の安全・安

心の確保に向けた取り組みを進めております。 

 また、まちづくりにつきましては、民間投資を呼び込む拠点づくりを着

実に推進しており、箕面森町の施設誘致地区では、昨年７月に販売を開始

して以降、造成中にもかかわらず、２０区画中、現在１７区画が契約済み

となっております。 

 あわせて、第二京阪道路、大阪外環状線等の幹線道路の沿道や、北大阪

急行延伸地域等の鉄道沿線のまちづくりを、地元市や関係者と協力しなが

ら推進しており、良質な都市空間の形成につなげてまいります。 
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 そのためにも、まちづくりの基本となる都市計画の役割は重要であり、

府内市町村を初め関係者の皆様の御協力を賜りながら、着実に取り組んで

まいります。 

 本日は、南部大阪都市計画区域区分の変更など４件について御審議いた

だくこととなっております。 

 委員の皆様方には、忌憚のない御意見を賜りますよう、お願い申し上げ

まして、簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【司 会】  ありがとうございました。 

 続きまして、前回の審議会開催以降、新たに当審議会委員に御就任いた

だいた方が多数おられますので、本日、御本人に御出席いただいておりま

す新委員の皆様を御紹介させていただきます。 

 初めに、今年度御就任いただいた大阪府議会議員の委員の方々を御紹介

します。 

 西林委員でございます。 

 うるま委員でございます。 

 上田委員でございます。 

【上田 委員】  よろしくお願いします。 

【司 会】  やまのは委員でございます。 

【やまのは 委員】  よろしくお願いします。 

【司 会】  西川委員でございます。 

【西川 委員】  おはようございます。よろしくお願いいたします。 

【司 会】  松本委員でございます。 

【松本 委員】  よろしくお願いします。 

【司 会】  肥後委員でございます。 
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【肥後 委員】  よろしくお願いします。 

【司 会】  山下委員でございます。 

【山下 委員】  よろしくお願いします。 

【司 会】  続きまして、大阪府市議会議長会会長の中山委員でござい

ます。 

【中山 委員】  よろしくお願いします。 

【司 会】  また、本日は、先ほど報告いたしました田中委員のほか臨

時委員の２名の方々に御出席いただいております。御紹介します。 

 議第４０８号議案に関連して、田尻町長、栗山委員でございます。 

 田尻町議会副議長、明貝委員でございます。 

【明貝 委員】  よろしくお願いします。 

【司 会】 なお、お配りした委員配席表には、加我委員の記載がござい

ますが、本日、公務のため、御欠席との御連絡をいただいておりますので、

申し伝えます。 

 御紹介は以上でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、審議に先立ちまして、お配りしている資料の確認をさせてい

ただきます。お手元の配付資料一覧をご覧ください。 

 １、配付資料一覧及び委員配席表で、これは両面になっております。 

 ２、大阪府都市計画審議会条例及び規則 

 ３、議題及び付議案件一覧。これは両面になっておりまして、並びに委

員名簿及び幹事名簿。これは両面になっております。 

 ４、資料１、審議会議案書。 

 ５、資料２、審議会資料。 

 ６、資料３、平成２８年度第２回大阪府都市計画公聴会の公述人の意見

に対する大阪府の考え方。 
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 ７、資料４、南部大阪都市計画区域区分の変更に対する意見書の要旨と

大阪府の見解。 

 ８、資料５、東部大阪都市計画道路の変更に対する意見書の要旨と大阪

府の見解。 

 ９、資料６、平成２８年度第２回大阪府都市計画公聴会速記録。 

 以上、資料は９点でございます。 

 なお、委員の皆様には議案説明時のパワーポイントの表示画面を議案ご

とにまとめた補助資料もお手元に配付しております。 

 漏れている資料はございませんでしょうか。漏れている資料がございま

したら、お伝えください。 

 それでは、大阪府都市計画審議会条例第５条第１項において、当審議会

の会長が、当会議の議長になると定められておりますので、小林会長に議

事進行をお願いしたいと思います。 

 小林会長、よろしくお願いします。 

【小林 会長】  はい。おはようございます。 

 本審議会の会長を務めております小林でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 委員の皆様には、本日はお忙しいところ御出席を賜り、厚く御礼を申し

上げます。 

 それでは、ただいまから、平成２８年度第１回大阪府都市計画審議会の

議事に入ります。 

 今回、御審議をいただきます案件は、あらかじめ皆様のお手元にお届け

いたしました議案書のとおり、南部大阪都市計画区域区分の変更を含みま

す４議案でございます。 

 最初に御審議いただきますのは、議第４０８号でございます。 
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 その内容について、幹事に説明させます。 

 

２ 議第４０８号「南部大阪都市計画区域区分の変更」について 

 

【幹事 大森計画推進課長】  大阪府都市整備部都市計画室計画推進課

長の大森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 議第４０８号、南部大阪都市計画区域区分の変更について、御説明いた

します。 

 資料１、議案書の１ページから４ページ、資料２、議案書資料の１ペー

ジから４ページでございます。 

 まず、区域区分の変更、いわゆる、市街化区域及び市街化調整区域の変

更について、説明いたします。 

 大阪府では、概ね５年に１度、府内一斉の見直しを実施しておりまして、

昨年度の都市計画審議会において、第７回目の一斉見直しについて御承認

を頂き、３月末に告示したところでございます。 

 この一斉見直し時において、今後５年以内に事業実施が見込まれる地区

の位置を保留区域として設定しておりまして、この地区に関しては、計画

的な開発事業や土地利用の計画が明確になった時点で、都市計画の手続を

進め、市街化区域に編入することができます。 

 南部大阪都市計画区域においては、１０地区を保留区域として位置付け

ており、今回は関西国際空港２期島の一部において、土地利用の計画が明

確になったことから、市街化区域へ編入するものです。 

 関西国際空港について、説明いたします。 

 関西国際空港は、平成６年に１期島が開港しました。その後、平成１９

年に第２滑走路、平成２１年に国際貨物地区、平成２４年にＬＣＣターミ
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ナル、いわゆる第２ターミナルが供用開始されました。平成２９年にＬＣ

Ｃターミナル、いわゆる第３ターミナルの供用開始が予定されております。 

 区域区分変更の考え方について説明いたします。 

 大阪府では、昭和４５年の区域区分の当初決定時から、土地利用を図る

ことを目的に、公有水面埋立法に基づき造成する区域については、市街化

区域に指定してきております。 

 関西国際空港は、同法に基づき全域埋立により造られた施設であること

から、本来、全域、市街化区域とするところですが、陸地から約５キロメ

ートル沖合に造られた海上空港であることや、他に同様の事例もなかった

ことから、１期島の区域区分を決定する際に、唯一の地権者である関西国

際空港株式会社や地元２市１町と協議等を重ね、関西国際空港の区域区分

の考え方を、次のとおり整理いたしました。 

 １期島では、開港とほぼ同時期に、大阪府都市計画地方審議会の承認を

いただき、旅客ターミナル地区、国際貨物地区、国内貨物地区の他、旅客

の乗降、貨物の積卸、機体整備等を行う駐機場地区などは、市街地の形成

や都市活動が営まれることから市街化区域に区分いたしました。 

 また、滑走路、誘導路は、市街化調整区域に区分いたしました。 

 ２期島では、この１期島と同様の考え方に基づき、平成２２年度には国

際貨物地区、平成２４年度にはＬＣＣターミナル地区、平成２６年度には

国際貨物地区駐機場を市街化区域に編入しております。 

 今回、平成２４年度に市街化区域に編入した区域に隣接する区域におい

て、ＬＣＣターミナル、駐機場、駐車場としての土地利用が確定したこと

から、約１８ヘクタールの区域を市街化区域に編入しようとするものでご

ざいます。 

 また、田尻町が決定する区域区分の変更に関連する都市計画につきまし
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ては、準工業地域に定める用途地域の変更が、本年６月２４日に開催され

ました田尻町都市計画審議会において承認されており、区域区分の変更と

併せて告示される予定でございます。 

 都市計画の案の作成にあたり、平成２７年１２月１日から２週間、公述

人の募集をいたしましたが、公述の申出はございませんでした。 

 また、本年５月９日から２週間、案の縦覧を行いましたところ、１通、

意見書が提出されました。 

 意見書の要旨とそれに対する大阪府の見解を御説明いたします。 

 意見書の要旨は、資料４に記載しております。 

 関西国際空港の整備は、無秩序な市街地拡大や計画的でない市街地が形

成されることはあり得ない。 

 中部国際空港及び神戸空港という同様の海上空港の事例が存在している

ので、両空港と同様の考え方に立脚して区域区分が再整理されるべき。 

 「都市活動の有無」を市街化区域編入の要件としていることの根拠を示

されたい。 

 また、駐機場の機能や制限、運用実態からも、駐機場が「都市活動」の

場とみなされることは理解し難い。駐機場地区は、市街化調整区域に区分

することが妥当。という意見でございます。 

 これらに対する大阪府の見解は、先ほどご説明しましたとおり、土地利

用を図ることを目的に、公有水面埋立法に基づき造成する区域については、

市街化区域に指定しておりまして、関西国際空港は、全域埋立により造成

されており、本来、全域市街化区域とするところ、１期島の区域区分変更

時に、関西国際空港株式会社、地元２市１町と協議等を重ね、区域区分の

考え方を整理しました。 

 その中で、市街地の形成や都市活動を営んでいる区域は市街化区域とし
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ており、駐機場地区は、旅客の乗降、貨物の積卸し、機体整備等の都市活

動を営んでいることから、市街化区域へ編入することと整理しております。 

 今回の区域区分の変更についても、これまでと同様の考え方に基づき、

駐機場地区は市街化区域へ編入することが適切であると考えております。 

 なお、空港毎に区域区分は異なっており、参考に他の空港における区域

区分についてもご説明いたします。 

 伊丹空港は全域、市街化区域であり、羽田空港は、施設の拡張に伴い沖

合展開した区域も含め、全域、市街化区域でございます。 

 また、成田空港は、全域市街化調整区域であり、中部国際空港、神戸空

港、関西国際空港は、市街化区域と市街化調整区域に区分されております。 

 また、その他の意見としては、区域区分を判断された根拠が明確でない

以上、税負担に関しては不公平感がぬぐえない。という意見がありました

が、それに対する府の見解としては、区域区分の変更は、土地利用の状況

等から判断するものであって、税負担の観点から判断するものではありま

せん。 

 説明は以上でございます。 

【小林 会長】  はい、ただいま幹事から説明を受けました議案につき

まして、御意見、御質問等はございませんでしょうか。 

 ございませんか。 

 御意見がございませんようですので、表決に入りたいと思います。 

 議第４０８号を原案どおり承認することについて、御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声） 

【小林 会長】  ありがとうございます。 

 御異議がないようですので、原案どおり可決いたします。 
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 次に御審議いただきますのは、議第４０９号でございます。 

 その内容について、幹事に説明をさせます。 

 

３ 議第４０９号「北部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事 大森計画推進課長】  議第４０９号、「北部大阪都市計画道路

の変更」につきまして、御説明いたします。 

 議案書の５ページから８ページ、審議会資料の５ページから８ページを

ご覧ください。 

 本案件は、茨木市域における都市計画道路総持寺太田線につきまして、

一部区間及び交通広場の廃止並びに名称の変更を行うものでございます。 

 本路線は、阪急京都線総持寺駅から、都市計画道路十日市富田線までの

延長約２，３８０メートル、幅員１６メートル、２車線で計画され、この

うち国道１７１号より北側につきましては、既に整備が完了し、国道１７

１号より南側につきましては、府道総持寺停車場線と重複しておりますが、

未整備となっております。 

 また、阪急京都線総持寺駅前には、面積約１，３００平方メートルの総

持寺駅前交通広場が計画されておりますが、未整備となっております。 

 本路線の国道１７１号から阪急総持寺駅までの延長約１，２４０メート

ル区間の現状につきましては、２車線が確保された車道空間約６．５メー

トルに、約１．５メートルと約２．０メートルの歩道空間を両側に確保し

た幅員約１０メートルの現道があり、その西側には、幅約３メートルの茨

木市が管理する水路が並行しております。 

 現在、平成３０年春のＪＲ東海道本線の新駅開業に合わせて、公共用地

であるこの水路のボックス化による歩道空間の拡幅整備を進めていること
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から、車道空間７メートルに、歩道空間が両側２．５から３メートルに拡

幅される予定であります。 

 これにより、整備後は都市計画で定められた幅員１６メートルに対して、

約１２から１３メートルとなります。 

 以上の状況を踏まえて、本路線の計画の必要性及び事業の実現性を改め

て見直した結果、鉄道駅へのアクセス機能を有しているため、交通安全上

の必要性はあるものの、都市計画で定められた幅員１６メートルの道路整

備の実現性は低く、今回の歩道空間の拡幅整備により、一定の交通安全機

能が確保されることから、廃止としております。 

 また、阪急総持寺駅前には、茨木市において、阪急総持寺駅西口駅前交

通広場、約２，９００平方メートルを新たに計画決定することから、未整

備である総持寺駅前交通広場、約１，３００平方メートルにつきましては、

廃止するものであります。 

 以上により、国道１７１号から阪急総持寺駅までの延長約１，２４０メ

ートルの区間及び総持寺駅前交通広場につきまして、都市計画を廃止する

ものであります。 

 また、これにより、本路線の国道１７１号より北側の延長約１，１４０

メートル区間につきましては、名称を３・４・２１１－１３号太田線とす

るものであります。 

 なお、阪急総持寺駅西口駅前交通広場の計画決定につきましては、７月

２２日に開催された茨木市都市計画審議会で承認されております。 

 この案件につきまして、今年３月に地元説明会を開催し、変更内容の説

明を行いました。 

 また、公聴会での公述の申し出及び都市計画法第１７条に基づく案の縦

覧に対する意見書の提出はございませんでした。 
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 説明は以上でございます。 

【小林 会長】  はい、ただいま幹事から説明を受けました議案につき

まして、御意見、御質問ございませんでしょうか。 

 ございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

（「はい」の声） 

【小林 会長】  それでは、表決に入ります。 

 議第４０９号を原案どおり承認することについて、御異議ございません

か。 

（「異議なし」の声） 

【小林 会長】  御異議がないようですので、原案どおり可決いたしま

す。 

 次に御審議いただきますのは、議第４１０号でございますが、次の４１

１号と相互に関連する内容がございますので、一括して幹事に説明をさせ

ます。 

 

４ 議第４１０号「東部大阪都市計画道路の変更」 

  議第４１１号「南部大阪都市計画道路の変更」について 

 

【幹事 大森計画推進課長】  議第４１０号「東部大阪都市計画道路の

変更」及び議第４１１号「南部大阪都市計画道路の変更」の２案件は、相

互に関連がございますので、一括して御説明いたします。 

 議案書９ページから１５ページ、審議会資料９ページから１５ページを

ご覧ください。 

 本案件は、八尾市域における都市計画道路八尾富田林線につきまして、
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位置、延長、車線数、幅員及び名称等の変更を行うとともに、藤井寺市域

における 都市計画道路八尾富田林線につきまして、車線数、幅員及び名称

等の変更を行うものでございます。 

 本路線は、八尾市域の都市計画道路大阪柏原線から、藤井寺市、羽曳野

市、堺市を経由し、富田林市域の都市計画道路狭山河南線までを結ぶ延長

約１１．４キロメートルの南北方向の広域的な幹線道路として計画され、

大阪中央環状線と大阪外環状線による広域的な交通を補完し、災害時は、

大阪府中部広域防災拠点へのアクセス道路として、防災上重要な路線でご

ざいます。 

 今回、本路線の災害時における通行車両の取扱いによる車線数の見直し

と、八尾空港の空港用地の活用等から、計画内容を変更するものでござい

ます。 

 まず、道路構造につきまして、八尾市域の現計画では、交通処理上、必

要な４車線に加え、災害時に緊急車両のための専用レーン２車線を確保す

ることで、車道６車線、標準幅員３６メートルとなっておりますが、今回、

災害時に一般車両の通行を制限し、緊急車両のみを通行させることから、

車道４車線、標準幅員２５メートルに変更するものです。 

 また、藤井寺市域では、府道大阪羽曳野線及び都市計画道路小山松原線

との交差構造につきまして、交差点での交通処理を再検討した結果、平面

交差での交通処理が可能であることから、立体交差を平面交差に変更する

ものであります。 

 これに伴い、現計画では、交通処理上、必要な車道４車線に加え、立体

交差により必要となる副道２車線を確保した車道６車線、標準幅員３９メ

ートルとしていたものを、今回、平面交差となることから、車道４車線、

標準幅員２５メートルに変更するものであります。 
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 具体的な幅員構成につきましては、両市域ともに、車道幅員３．２５メ

ートル、４車線に、中央分離帯１．５メートルを設け、両側に自転車歩行

者道として、幅員３．５メートル、植樹帯として、幅員１．２５メートル

を確保することから、標準幅員２５メートルとしております。 

 次に、八尾市域のルートにつきましては、八尾空港を管理する国土交通

省との協議の結果、Ｂ滑走路の運用が見直されたことにより、空港北濠沿

いのルートから可能な限り空港用地等の公共用地を活用したルートに変更

するものであります。 

 これにより、本路線から大阪府中部広域防災拠点へは、直接アクセスが

可能となります。 

 以上により、本路線につきましては、八尾市域において、延長約２，３

００メートルを約２，２６０メートルとし、車線数を６車線から４車線に、

標準幅員を３６メートルから２５メートルに、名称を３・２・２１２－４

７号八尾富田林線から３・３・２１２－４７号八尾富田林線にそれぞれ変

更するものであり、藤井寺市域において、車線数を６車線から４車線に、

標準幅員を３９メートルから２５メートルに、名称を３・２・２２６－１

号八尾富田林線から３・３・２２６－１号八尾富田林線にそれぞれ変更す

るものであります。 

 この案件について、本年４月に両市それぞれ２回ずつ地元説明会を開催

し、変更内容について説明を行いました。 

 また、５月１３日に公聴会を開催し、４件５名の公述がありました。 

 さらに、６月１６日から３０日までの２週間、都市計画法第１７条に基

づく案の縦覧を行いましたところ、２通の意見書が提出されました。 

 公聴会における公述の要旨と大阪府の見解につきましては、お配りして

おります、資料３に記載しております。 
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 意見書の要旨と大阪府の見解につきましては、お配りしております、資

料５に記載しております。 

 公聴会における４件の公述及び案の縦覧における２通の意見書につきま

しては、同趣旨の内容もございましたことから、大きく分類しますと、

「広域幹線道路」、「防災」、「ルート・構造」、「八尾市のまちづく

り」及び「事業・環境」の五つの項目となり、意見の概要と大阪府の見解

につきまして、それぞれ項目ごとに御説明いたします。 

 まず、１項目目の「広域幹線道路」に関しては、大きく分けて２点あり、

その１点目の意見の概要は次の通りでございます。 

 旧中環の交通量が極端に少ない中で、この道路を拡張してやる意味合い

が、理解できない。 

 既存道路では将来の交通量が処理できない数値的根拠の説明が欲しい。 

 本当に中央環状線と外環状線を補完する道路をつくるなら、４車線並の

道路を２５号線、ＪＲ、近鉄を越えていく道路をつくるはずなのに、「大

阪柏原線から北側は都市計画道路東大阪中央線が大阪中央環状線と大阪外

環状線の交通量を補完する」と回答されているが、東大阪市において東大

阪中央線は大半が廃止となっており、幹線道路として成立しない。広域幹

線道路の実現を目的にするならば、課題が山積みしており、もっと時間と

予算を費やすこととなる、という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、本路線は、大阪柏原線から富田林市内の狭山

河南線までの広域的な道路ネットワークを形成する広域幹線道路として計

画するものであり、大阪中央環状線と大阪外環状線を補完するものであり

ます。 

 八尾市南部地域における南北方向の広域的な断面交通量は、１日当たり

約１４万台と予測され、大阪中央環状線の６車線と、大阪外環状線の４車
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線に、本路線は４車線とすることで、交通処理が可能と考えております。 

 大阪柏原線から北側につきましては、広域幹線道路として東大阪中央線

から都市計画道路大阪楽音寺線に接続し、広域的な道路ネットワークを形

成します。目指すべき道路ネットワークを実現するために、順次整備を進

めてまいります。 

 次に、「広域幹線道路」に関する２点目の意見の概要は次の通りでござ

います。 

 既存道路に追加して新たな道路が必要となり、それが高架道路４車線と

副道１車線も必要だという結論になった数値解析・シミュレーション結果

を開示すべき。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、本路線の旧大阪中央環状線と重複する区間に

つきましては、地域交通と広域交通を分離することで、円滑な交通処理が

可能な構造としており、地域交通を処理する旧大阪中央環状線の２車線に

加え、広域幹線としての本路線４車線と車両の出入りを確保するために副

道を１車線設置しています。 

 次に、２項目目の「防災」に関する意見の概要は、次の通りでございま

す。 

 防災拠点開設という既成事実をつくり、そののち、防災拠点機能上不可

欠な道路を強引につくるという進め方は承服できない。防災拠点が２０年

前のままありきで、防災計画全体が再考されたのか疑問。防災拠点が１に

対して道路も１という計画は非常に脆弱。防災拠点を複数箇所へ分散する

といった計画がなされない限り防災拠点が役立たない結果となる。２５メ

ートルの大きな道路をつくるんじゃなくて、分散化して、複数箇所を設置

するべき。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、平成９年に大阪府中部広域防災拠点の計画と
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合わせて本路線を計画し、防災拠点の整備と合わせて事業着手して一部用

地買収も行いましたが、府の財政状況により、道路事業は休止となってお

りました。 

 しかし今回、事業化を目指して、本路線のルート・構造等の計画内容を

見直すものです。 

 大阪府地域防災計画は社会情勢の変化に応じて見直しを行っております

が、中部広域防災拠点につきましては八尾空港の機能を最大限に活かせる

ことから当該地を位置づけています。 

 また、府内には広域防災拠点３箇所を設置し、八尾市地域防災計画にお

いても地区防災拠点を複数設置しております。 

 中部広域防災拠点へのアクセスにつきましては、既存の広域緊急交通路

等により、大阪中央環状線や大阪外環状線への複数ルートを確保しており

ますが、本路線が整備されれば主要アクセス道路となり、さらに防災機能

の強化が図られることとなります。 

 次に、３項目目の「ルート・構造」に関しては、大きく分けて５点あり、

その１点目の意見の概要は次の通りでございます。 

 なぜ新たにカーブ道路をつくる必要があるのか。なぜ旧中環道の東側に

つくるのか。沿線立ち退きを軽減できる旧中環西側敷地を活用しない理由

とは。「可能な限り変更したくない」というのが大阪府の本音なのか。大

正コミュニティセンター横に大和川にのぼるような側道があって、それを

活用するのはどうか。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、道路線形につきましては、藤井寺市域の都市

計画との整合、八尾空港の空域制限への配慮、可能な限り既に計画決定さ

れている都市計画道路区域内での変更、空港等の公共用地の活用及び道路

構造令の準拠等に基づき、計画しております。 
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 また、本路線は平成９年に都市計画を決定しており、既に藤井寺市域で

は用地買収も進んでいることも考慮しながら、可能な限り新たな地権者に

影響を与えないよう都市計画区域内での変更を基本としております。 

 次に、「ルート・構造」に関する２点目の意見の概要は次の通りでござ

います。 

 なぜ豪華な高架道路をつくる必要があるのか。既存の空港道路とその敷

地を最大限活用せず、立退きが大いに発生するスロープ道路にこだわる理

由は。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、本路線が高架構造となる理由としては、大和

川の堤防高さや、旧大阪中央環状線、都市計画道路若林沼線等の道路空間

を確保する必要があるため、大和川から太田新町１丁目交差点付近までは、

高架構造による立体交差となり平面交差はできません。 

 次に、「ルート・構造」に関する３点目の意見の概要は次の通りでござ

います。 

 旧中環道と計画道路それぞれの道路に対するつながり、アクセスの方法

が非常に美しくなく煩わしい。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、旧大阪中央環状線へのアクセスにつきまして

は、道路構造令に準拠して設計している連絡道路を設けます。 

 次に、「ルート・構造」に関する４点目の意見の概要は次の通りでござ

います。 

 今回の計画について、空港の用地を使うという点で前の案から比べると

受け入れやすい。ただ、空港沿いの住居の方に、侵入しないで、道路を設

計していただけるようにお願いしたい。計画を変更するのであれば、提示

の計画より八尾空港敷地を活用した計画に変更する。または当初予定から

変更しない。という御意見でございます。 
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 これに対する府の見解は、今回の都市計画変更は、空港等の公共用地を

可能な限り活用し、東西方向のＡ滑走路の運用に支障を及ぼさない範囲の

限界まで線形を変更し、道路構造令に準拠した曲線にて設計しております。 

 次に、「ルート・構造」に関する５点目の意見の概要は次の通りでござ

います。 

 大和川の河川敷がある。そこを広げて、道路をつくるほうが費用も掛か

らず、立ち退きも完全になくなるので、検討をお願いしたい。という御意

見でございます。 

 これに対する府の見解は、大和川堤防敷の拡幅につきましては東西方向

の強化であり、本路線は広域的な南北方向の交通緩和に資する路線である

ため、期待される効果が発揮されないと考えております。 

 次に、４項目目の「八尾市のまちづくり」に関する意見の概要の要旨は

次の通りでございます。 

 計画道路をつくれば、かえって八尾南駅周辺は、さびれていく。本当に

八尾南駅周辺を都市化したいのならこんなバイパス道路を計画するわけが

ない。八尾南駅周辺が都市化とは真っ向反対の計画としか思えない。八尾

南駅周辺地区を車両が通過していくバイパス道路をつくることが、なぜ八

尾南駅周辺の活性化に寄与するのか。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、八尾市都市計画マスタープランにおいて、地

下鉄八尾南駅周辺につきましては、新都市核として都市機能を強化しつつ、

良好な地区環境の形成に努める地区として位置づけられており、本路線は

当該地区と近鉄八尾駅周辺の中心核を結ぶ都市軸の一部として、まちづく

りや地域の活性化に寄与すると位置づけられております。 

 また、地下鉄八尾南駅周辺とは、連絡道路を設けて直接接続しており、

本路線の整備により新たなまちづくりや、地域の活性化に寄与するものと
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考えております。 

 最後に、５項目目の「事業・環境」に関しては、大きく分けて２点あり、

その１点目の意見の概要は次の通りでございます。 

 大阪柏原線までつなげるというが、凍結になったとしたときに、この２

５メートルの道路を田井中まで伸ばしていって、その道路につなげると、

そこで完全に糞づまりになる。空港の北濠と平野川を一方通行にして、防

災拠点との間で迂回路として利用できたら、南木の本の中を抜ける車が少

なくなる。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、事業実施にあたっては道路事業者として、大

阪柏原線は着手時期が未確定であることを踏まえ、市道木ノ本田井中線ま

での暫定整備を想定しており、事業効果を見極めながら着手する範囲や部

分供用等も検討してまいります。 

 合わせて、周辺道路の一方通行等の交通規制についても、交通管理者で

ある警察や市道管理者と詳細な検討及び協議を行い、地元自治会と協議の

うえ、適切な対応を行ってまいります。 

 なお、大阪柏原線につきましては、国道２５号のバイパスとして必要と

考えており、今後も国に対して事業化を要望してまいります。 

 次に、「事業・環境」に関する２点目の意見の概要は次の通りでござい

ます。 

 用地の買収にあたっての補償の仕組み等、住居の転居の必要がある場合

の用地の確保等の協力があるのか。もう少し直接的な、こじんまりとした

説明会で、本当の当事者が質問できるような場をつくってもらいたい。 

 敷地の一部が取り上げられるのか等、不明確。現状の地図を踏まえた上

での計画提示を望む。さらに、既に事業化され完遂された同様の道路都市

計画において、予測値と稼働後の実態値を示していただきたい。提示され
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た環境測定値や想定値に疑心暗鬼。具体的な生活の場面に沿って提示する

とともに、対策によりどれくらい改善されるのかを提示し、事業化に向け

て盛り込んでもらいたい。という御意見でございます。 

 これに対する府の見解は、事業実施に当たっては道路事業者として、現

地測量や詳細設計を踏まえて、詳細な図面を提示し、用地買収時の補償内

容等についても、個別に詳細な説明をさせていただきます。 

 本路線の変更は環境影響評価の対象外ですが、道路事業者として任意の

環境影響評価を行っており、基準値を超過する場合には、可能な範囲で適

切に対策を講じることと考えています。 

 今回の環境影響評価の予測手法は、実測データをもとに作成された予測

式を用いております。 

 なお、事業に関する説明会を開催するなど、具体的な対策も含め環境へ

の影響についても、地域の皆様に丁寧に説明させていただきます。 

 説明は以上でございます。 

【小林 会長】  はい、ありがとうございました。 

 ただいま幹事から説明を受けました議案につきまして、御意見、御質問

はございませんでしょうか。 

 はい、田中委員、お願いします。 

【田中 委員】  済みません。大阪府市長会の会長で田中誠太と申しま

す。 

 本来は都市計画審議会の委員として参加をさせていただいておりますが、

地元市ということもございまして、臨時委員として御発言をさせていただ

きたいということでございます。 

 ただいま事務局から御説明がありました八尾富田林線の都市計画変更に

つきましてですが、数年にわたる大阪府の多大なる御努力によりまして、
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本都市計画審議会に御審議いただくことになり、地元市といたしまして、

大変ありがたく思っているところであります。 

 さて、本路線は広域ネットワークの観点から、大阪中央環状線、大阪外

環状線を補完する広域幹線道路であり、南阪奈道路、西名阪自動車道、阪

神高速大和川線と連携をし、本市の発展と振興に寄与する路線でございま

す。 

 また、防災の観点からは、平成２３年３月の東日本大震災、ことしの４

月に発生いたしました熊本地震、また、今後３０年間で７０％の確率で発

生するとされております南海トラフ地震に備え、災害時に寄与する大阪府

中部広域防災拠点へのアクセス道路として重要な道路でもございます。 

 今回の都市計画変更についてでございますが、大阪八尾空港敷地内への

ルート変更について、国において承認されたことから、整備コストが縮減

をされ、大きく実現性を高めたものだというふうに認識をいたしておりま

すと同時に、住民の負担軽減にも大変つながるというふうに期待をいたし

ております。 

 また、大阪府都市整備中期計画において、事業化の方向で協議を進めて

いただいており、整備促進協議会の４市で長年にわたり要望してきた結果

が出たものと考えております。 

 本路線の整備につきましては、地下鉄八尾南駅周辺のまちづくりの推進

につながるものと期待をしており、事業推進に当たりましては、地域住民

の皆様に丁寧な説明をした上で、早期事業着手、事業完了に向けて、進め

てまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げた

いと思います。 

【小林 会長】  そのほかに御意見、御質問はございませんでしょうか。 

 はい。 
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【川田 委員】  大阪市の都市計画局長の川田でございます。 

 意見書にも出てるんですけど、この八尾市の地下鉄八尾南駅の周辺の新

しい拠点づくりにとって、この八尾富田林線の整備って非常に重要だと思

ってます。 

 それとあわせて、意見書にある、この連絡道路ですか、連絡道路の整備

っていうのが非常に大事になってくると思いますので、これは意見、要望

なんですけれども、整備促進に向けて、関係機関の調整であるとか、財源

の確保であるとか、地域の方の御理解なんかをできるだけ確実にとってい

ただいて、着実に整備ができるようにお願いしたいと思います。 

【小林 会長】  御要望ですね。 

 そのほか、御意見、御質問。 

 はい。 

【西川 委員】  西川でございます。 

 私は地元の選出の議員なんでございますけども、意見として、今回ちょ

っとお話をさせていただきたいと思います。 

 都市計画道路というふうなことの位置づけはもちろんではございますけ

ども、今回この大阪府中部広域防災拠点に通じるこの道路というふうなこ

とで、非常に大きな位置づけの道路だというふうに考えております。 

 そういった面でも、できるだけここに対してのアクセス道路もしっかり

と大阪府として協力を、八尾市と協力をしていただいて、つないでいただ

きたいと、中央環状線と外環状線のちょうど中間地点になる大阪府中部広

域防災拠点ですので、ここはしっかりと防災の面から考えていただきたい

というふうに思います。 

 大阪府下の中で１番大きな備蓄倉庫が、この大阪府中部広域防災拠点に

ございますので、どうかその辺も今後この道路に附属して促進をしていた
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だけますように、よろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

【小林 会長】  はい、ありがとうございます。 

 そのほかの意見、御質問ございませんか。 

 よろしゅうございますか。 

（「はい」の声） 

【小林 会長】  それでは、御異議がないようですので、この２議案に

つきましては、一括して採決します。 

 議第４１０号、４１１号を原案どおり承認することについて、賛成の方

は挙手をお願いいたします。 

（挙手多数） 

【小林 会長】  はい、ありがとうございました。 

 挙手多数ですので、この２議案は原案どおり可決いたしました。 

 以上で、本日の全ての審議は終了いたしました。 

 本日、御審議いただきました議案につきましては、直ちに事務局に必要

な手続を進めさせます。 

 委員の皆様方には、円滑な議事に進行に御協力いただきまして、ありが

とうございました。 

 では、事務局にお返しいたします。 

【司 会】  長時間にわたる御審議、どうもありがとうございました。 

 本日の御審議を踏まえ、大阪府において必要な手続を進めてまいります。 

 以上をもちまして、平成２８年度第１回大阪府都市計画審議会を閉会さ

せていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 



平成２８年度第１回大阪府都市計画審議会会議録 

－25－ 

（午前１１時閉会） 

 


